平成２２年度社会福祉施設・社協指導的職員研修 

～福祉職員指導力向上研修～　実施要領
１　目的　　

社会福祉施設や社協における主任・係長級の職員は、組織活動を活性化させる実質的リーダーとして、多くの期待が寄せられています。その役割としては、日々の業務の円滑な流れと成果に対して責任を持つとともに、部下や後輩職員の指導育成を図っていくという重要な機能があります。
このような重要な役割を担う指導的職員を対象に、職場のリーダー、中間管理職としての役割行動の理解を促進し、指導的職員の職務遂行に必要な知識及び技術の向上を図ります。

２　主催　　

社会福祉法人　埼玉県社会福祉協議会（埼玉県社会福祉総合センター指定管理業務）　

３　対象者　　

以下の社会福祉施設等の職員であり、主任、係長、事務長等の指導的役職にある職員（過去に本研修を受講した方を除く。）

・保護施設

・老人福祉法第5条の3で定められている老人福祉施設のほか有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業所、介護老人保健施設

・地域包括支援センター

・障害者自立支援法の施設、事業（障害者支援施設、障害福祉サービス事業、地域生活支援事業）

・旧法指定施設（身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設）

・心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所、生活サポート事業、生活ホーム

・児童福祉施設

・市町村社会福祉協議会

※この研修は、「中堅職員研修（職務経験２年以上で主任・係長の役職にない職員を対象）」に続く研修として位置付けており、主に中間管理職層における業務管理・職員管理の内容となっております。参加者の選定にあたっては、十分ご留意ください。

４　定員　　

各日程　５０名

※申込期間は５月１３日(木)～５月２６日(水)です。

※各日程とも定員になり次第、申込を締め切ります。お断りする場合のみこちらから連絡します。

５　日程・会場

	日程
	期　　　　　日
	会　　　　場

	Ａ日程
	６月　４日(金)・６月　７日(月)
	彩の国すこやかプラザ

２階　研修室他　
さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５
TEL：048-822-1192

	Ｂ日程
	６月２３日(水)・６月２４日(木)
	

	Ｃ日程
	７月１４日(水)・７月１５日(木)
	

	Ｄ日程
	７月２０日(火)・７月２１日(水)
	

	Ｅ日程
	７月２６日(月)・７月２７日(火)
	


６　研修時間等（全日程共通）

　　１日目　受付時間　9:15～9:40　 研修時間　 9:40～16:00 

　　２日目　受付時間　9:30～10:00　研修時間　10:00～16:00

７　内容

（1） 主な研修カリキュラム（全国社会福祉協議会福祉職員生涯研修課程より）

1 指導的職員の役割行動

  ・　指導的職員に必要な基本的考え方、知識を修得する。

・　指導的職員の役割行動を理解する。

・　利用者サービスや組織活動のあり方を確認する。

2 職場の問題解決

　・　職場における問題解決の意義を理解する。

　・　指導者として問題解決のスタンスを確立する。

　・　問題解決技法の効果的活用法を修得する。

3 これからの福祉人材育成

　・ 「職場研修」の考え方を理解する。

　・　ＯＪＴの考え方と方法を理解する。

　・ 「意図的・指導的指導」のすすめ方を理解する。

④　専門性と指導性の自己開発

· 専門性、指導性活気の意義を理解する。

· 業務の専門性向上の視点を明確にする。

· 業務運営における指導性発揮の視点を明確にする。

· チャレンジ目標と実行プランを作成する。

（2） 研修方法

講義及び演習

（3） 講師　　

全国社会福祉協議会　福祉職員生涯研修課程指導者養成研修会　修了者

８　参加経費

　　（１）参加費　　２，０００円　

　　（２）教材費　　１，４９０円

①テキスト　  　　　　　８００円（福祉職員研修テキスト指導編）

②ワークシート集　　　　６９０円（指導的職員研修ワークシート集）

　　　　　         計          １，４９０円
· 参加費用等は研修当日受付でお支払いください。（つり銭のないようお願いいたします。）

· 既にテキストをお持ちの方は御持参ください。その場合、教材費は不要です。

· 標記テキストは平成20年度に改訂されています。

· 標記ワークシートは平成16年度に改訂されています。

９　参加申込

　　 （１） 申込期間・定員に関する留意事項

ア　申込期間　　

平成２２年５月１３日（木）～５月２６日（水）
イ　申込期間の厳守と定員を超えた場合の取り扱い

（ア）申込期間の開始日の前日である平成２２年５月１２日（水）以前の申込みは受理できません。万が一、申込期間前に申込書が本会に到達した場合は、改めて申込期間中に申し込んでいただくことになりますので、ご了承ください。

（イ）申込期間早期であっても定員に達し次第、申込みを締め切ることがありますのでご了承下さい。なお、その場合は本会ホームページでお知らせします。

ウ　受講決定　　

受講決定は行いません。お断りする場合のみ本会から連絡します。

（２）ファクシミリによる申込方法

ア　別紙申込様式により、下記あてに送信して下さい。

イ　FAXは何らかの事情で届かないことがあります。確実に送信されたことを送信直後に電話でご確認下さい。到達確認を行っていない場合は受講できないことがありますのでご注意下さい。
（３）メールによる申込方法

ア　所定の様式を使用する場合

必ず件名に「社会福祉施設・社協指導的職員研修」と入力し、申込様式に必要事項を入力し、それを添付して下記のメールアドレスまで送信してください。

イ　上記によらない場合

必ず件名に「社会福祉施設・社協指導的職員研修」と入力し、本文に①市町村名②法人名③施設名④施設種別⑤連絡担当者名⑥電話番号⑦希望日程⑧氏名⑨職名⑩現職の経験年月⑪テキスト購入の有無⑫ワークシート購入の有無等を入力し、下記のメールアドレスまで送信してください。

ウ　本会による受信確認のお知らせ

メールでお申込みされた方に対しては、本会福祉研修センターから受信確認のメールを返信しますので、電話での到着確認の必要はありません。なお、メール送信後３日経っても返信が無い場合は、ご連絡ください。


10　持参品

· 筆記具

· 昼食（希望者には当日業者が600円で販売いたします。受付時に食券を購入してください。）

11　申込み先・問い合わせ先

　〒330-8529  さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65　彩の国すこやかプラザ２階

TEL 048-822-1192　FＡX 048-825-9185　e-mail odaka@fukushi-saitama.or.jp
埼玉県社会福祉協議会　研修開発部　福祉研修センター（担当：尾高・安藤）
· 実施要領等をワードで入手したい場合は、上記のアドレスまでご連絡ください。
12　会場案内図
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※駐車スペースが少ないので公共機関をご利用ください。

FAX送信先：048-825-9185
別紙
＜申込受付期間　平成２２年５月１３日(木)～５月２６日(水)＞
平成２２年度「社会福祉施設・社協指導的職員研修」受講申込書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年５月　　日

　埼玉県社会福祉協議会

　福祉研修センター長　あて

（１）標記研修について、次のとおり受講を申し込みます。
	市町村名
	
	法人名
	

	施設名
	
	施設種別　
	老人・障害・保育・児童・社協

	連絡担当者
	
	電話番号
	

	日程
	氏名
	職名
	経験年月 ※

（H22年5月1日現在）
	テキスト購入
	ﾜｰｸｼｰﾄ購入
	県社協

記入欄

	Ａ　6月　4日(金)

6月　7日(月)
	　
	　
	年　　ヶ月
	要・不要
	要・不要
	

	Ｂ　6月23日(水)

6月24日(木)
	　
	　
	年　　ヶ月
	要・不要
	要・不要
	

	Ｃ　7月14日(水)

7月15日(木)　
	　
	　
	年　　ヶ月
	要・不要
	要・不要
	

	Ｄ  7月20日(火)

7月21日(水）
	　


	　
	年　　ヶ月
	要・不要
	要・不要
	

	Ｅ　7月26日(月)

7月27日(火)
	　
	　
	年　　ヶ月
	要・不要
	要・不要
	


※現職に就いてからの経験年数をご記入ください。

（２）研修受講にあたり特別な配慮等（手話通訳等）が必要な方は以下にご記入下さい。
申込先　　

埼玉県社会福祉協議会　研修開発部　福祉研修センター　担当：尾高・安藤
TEL 048-822-1192　 FAX 048-825-9185　 Eﾒｰﾙ: odaka@fukushi-saitama.or.jp
· 　ＦＡＸの場合は何らかの事情で届かないことがあります。確実に送信されたことを送信直後に電話でご確認ください。到達確認を行っていない場合は、受講できないことがありますのでご注意ください。

　




計　３，４９０円





受講申込書の記載事項は、①当センターで受講者の出席等の情報管理を行うこと②研修当日に配布する資料に市町村、施設名、氏名、職名を記載した参加者名簿を作成し、配布すること以外の目的には使用いたしません。





























